
R2.11.16　菊川市健康づくり課　作成

新型コロナウイルスやインフルエンザなどの流行に備えて
発熱した場合の受診方法は、下記フロー図のとおり統一されました。

かかりつけ医がある場合は、まずかかりつけ医に相談してください。

【相談のポイント】

・重症化しやすい高齢者、妊婦、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方、
　透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等用いている方はかかりつけ医へ
　早めに相談してください。

・基礎疾患等ない方は、発熱しても慌てて相談せず、１日程度様子をみてから
　相談するようにしてください。

・医療機関に受診をする際は、必ず事前に電話で相談をし指示に従って
　受診するようにお願いします。

発熱等した時の受診フロー図

受診相談

かかりつけ医がいる人

かかりつけ医に電話相談

・発熱等受診相談センターに電話相談（050-5371-0561）
24時間対応

・健康づくり課に電話相談（0537-37-1112）
平日 8：30～16：30

近隣の受診可能な医療機関の紹介

かかりつけ医がいない人

医療機関を受診
医師が、患者の行動歴や医療圏域の陽性者の発生状況等から新型コロナの検査必要性を判断

受診可能な
医療機関紹介

受診

菊川市民の方へ

発熱時の受診方法

【県の基本方針】

かかりつけ医がいる人は、
かかりつけの診療所が診療


